
麻しん対策の現状
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麻しん（Measles:五類感染症・全数）

概要 感染経路・感染対策

感染経路

空気・飛沫・接触感染

病原体は気道分泌物の
中に含まれ、これを介し
て感染する。

病原体（ウイルス）

麻しんウイルス

疫学的特徴
2015年3月27日に
WHOより麻しんの排除
認定
しかし、海外から持ち込
まれたウイルスにより国
内で発症する等の例が
ある

症状
（1）カタル期（2～4日）
・発熱、咳、眼脂、結膜充
血、コプリック斑

（2）発疹期（3～4日）
・顔面頸部→体幹四肢へ
広がる。癒合傾向あり

（3）回復期
・色素沈着がしばらく残る。

感染症法第12条

 届出（直ちに）

 最寄りの保健所

ポイント

 特異的治療法はなく、対処療法
 麻疹は感染症法に基づく感染症発生動向調査による全数把
握疾患に指定され、麻疹と臨床診断した時点ですべての医
師に 速やかに 管轄の保健所へ届け出ることが義務づけられ
ている。

病原体
麻しんウイルス
 エンベロープをもつRNAウイルス

感染経路

麻疹患者と直接接触、飛沫感染可能な範囲内
（患者から2m以内）で患者の咳、くしゃみ、も
しくは会話等によって飛沫をあびた可能性、患者
から離れていても同一の時間（麻疹ウイルスは、
一旦空気中に出ると、その生存期間は2時間以
下と考えられている。）に空間（麻疹患者が行
動した院内、行動した病棟内、行動した階全体、
空調が共通の空間すべてを含む。）の共有

基本再生産数は15.0

行政対応
患者を診断した医師は、直ちに最寄りの保健所
に届け出る。学校保健安全法では解熱した後
日を経過するまで出席停止。

拡大防止

定期予防接種として1歳児（第1期）と小学校
入学前1年間の幼児（第2期）を対象として麻
しん風しん混合ワクチン接種を実施。

妊婦や免疫不全者は6日以内に免疫グロブリン
製剤の点滴静注を行う。

入院患者は陰圧個室に隔離。

潜伏期
 10～12日（最大21日）

学校保健安全法第18条

 学校感染症（第2種）

 出席停止
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麻しん（Measles:五類感染症・全数）

全国 北海道

年 2013 2014 2015 2016 2017

報告数 229 462 35 165 186

年 2013 2014 2015 2016 2017

報告数 2 13 1 1 1

年 2018 2019 2020 2021 2022

報告数 279 744 10 6 6

年 2018 2019 2020 2021 2022

報告数 1 6 0 0 1

年 2008 2009 2010 2011 2012

報告数 11,015 732 447 439 283

年 2008 2009 2010 2011 2012

報告数 1,462 17 5 8 1
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（出典）感染症サーベイランスシステム（ＮＥＳＩＤ）に基づき北海道保健福祉部感染症対策局感染症対策課が作成

3



令和5年7月19日
北海道保健福祉部感染症対策局感染症対策課

（出典）感染症サーベイランスシステム（ＮＥＳＩＤ）に基づき北海道保健福祉部感染症対策局感染症対策課が作成

道内の麻しん届出状況（2006～）
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１  性別 2  年齢（診断時）

3  コプリック斑の有無 4  感染源（具体的状況）

 双子の片方
 病院に付き添い
 兄弟姉妹・親族
 友人・知人
 父の弟
 保育園、小学校、中

学校、高校、専門学
校、大学

 始業式・入学式
 高校入試

 成人式
 通勤中の交通機関
 職場の同僚・顧客
 職場の子供
 医療機関
 温泉・宿泊施設
 観光地
 雪まつり
 寮

男性,

57%

女性

43%

所見あり,

59%

所見なし

41%

0.0%

0.0%

0.0%

0.3%

0.5%

1.6%

8.3%

20.9%

49.0%
19.3%

90歳代

80歳代

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

10歳代

0～9歳



麻しんに関する特定感染症予防指針（概要）

概要

 麻しんは感染力が非常に強い上、罹患すると稀に急性脳炎を発症し、精神発達遅滞等の重篤な後遺症又は
死亡することがあり、国民一人一人が、予防に積極的に取り組んでいくことが極めて重要。

目標 届出・検査・相談体制の充実 予防接種の推奨・その他措置

 平成27年にWHOによる麻
しん排除達成の認定を受け
たが、引き続き麻しんの排除
の状態を維持

 第１期及び第２期の定期
接種の接種率目標(95％
以上)の達成・維持

麻しんの発生動向、治療等に関する科学的知見、本指針の進捗状況等を評価

少なくとも五年ごとに指針の再検討を加え、必要があると認めるときは変更

 施策が有効に機能しているか評価

 医療関係者、児童福祉施設等
の職員、学校等職員等に対し、
予防接種の推奨を行う必要

 診断後ただちに届出
 血清IgM抗体検査等の血清

抗体価の測定の実施、ウイル
ス遺伝子検査用検体の提出

 麻しんではないと判断された場
合には届出の変更や取下げを
求める

 可能な限り、地衛研、国立感
染症研究所等において、遺伝
子配列の解析を行う

 麻しんの排除状態を維持することを目標とし、国、地方公共団体、医療関係者、教育関係者等が連携して取
り組んでいくべき施策についての新たな方向性を示す。

 国内外の麻しんの発生状況や
予防接種について情報提供を
行うと共に、旅行会社等に対し、
外国へ渡航する者に、これらの
情報提供を行うよう依頼

 麻しんを排除するため施策を推進
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麻しん対策に関する普及啓発
－麻しんに関する正しい知識の提供、予防に関する適切な情報提供－
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